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「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について 

 
「「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について」（令和８年

６月１日付け保発0601第４号）が通知されたことに伴い、柔道整復施術療養費支給

申請書の取扱いについて、「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成11年

10月20日付け保険発第138号厚生省保険局医療課長通知）の一部を別紙のとおり改正

し、令和８年７月１日施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知

を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

ただし、改正前の別紙別添の様式による用紙については、当分の間、これを取り

繕って使用できることとする。
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○別紙を次の表のように改正する。 

（傍線部分が改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別紙 

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領（参考例） 

 

第１ 一般的事項 

１ （略） 

２ 柔道整復施術療養費支給申請書(以下「申請書」という。)の用紙の大

きさは A列 4番とし、白色紙黒色刷りとすること。 

３ 申請書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用すること

なく、誤って記載した数字等を＝線で抹消の上、正しい数字等を記載する

こと。 

なお、申請書の記載に当たっては、黒色のインク又は消すことができ

ないボールペン等を使用すること。 

 

第２ 記載上の留意事項 

１ 保険者番号等の欄 

(１)～(３) （略） 

 (４) 「保険種別」欄について 

該当する保険種別を〇で囲むこと。 

  １．協・・・全国健康保険協会管掌健康保険 

  ２．組・・・組合管掌健康保険 

    ３．共・・・共済組合（国家公務員共済組合、地方公務員等共済組

合 等） 

  ４．国・・・国民健康保険 

  ６．後期・・後期高齢者医療 

 

(５)～(10) （略） 

２ 施術の内容欄 

(１)・(２)（略） 

(３) 「負傷名」欄について 

 ① （略） 

 ② 負傷名の記載の順序については、負傷年月日順(施術録の記載

別紙 

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領（参考例） 

 

第１ 一般的事項 

１ （略） 

２ 柔道整復施術療養費支給申請書(以下「申請書」という。)の用紙の大き

さは A列 4番とすること。 

３ 申請書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用すること

なく、誤って記載した数字等を＝線で抹消の上、正しい数字等を記載する

こと。 

なお、申請書の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又は消すこ

とができないボールペン等を使用すること。 

 

第２ 記載上の留意事項 

１ 保険者番号等の欄 

(１)～(３) （略） 

 (４) 「保険種別」欄について 

該当する保険種別を〇で囲むこと。 

  １．協・・・全国健康保険協会管掌健康保険 

  ２．組・・・組合管掌健康保険 

    ３．共・・・共済組合（国家公務員共済組合、地方公務員等共済組 

合 等） 

  ４．国・・・国民健康保険 

  ５．退・・・退職者医療（国民健康保険法による退職者医療） 

    ６．後期・・後期高齢者医療 

(５)～(10) （略） 

２ 施術の内容欄 

(１)・(２) （略） 

(３) 「負傷名」欄について 

 ① （略） 

 ② 負傷名の記載の順序については、負傷年月日順(施術録の記載

（別紙） 
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順)を原則とするが、逓減率を勘案して、骨折、不全骨折及び脱臼に

ついては初検時において優先して記入すること。なお、初検時の負

傷名の順序は、以後変更できないこと。 

(４)～(８) （略） 

(９) 「継続月数」欄について 

  初検日を含む月以降の連続する期間において１月につき 10回以上

の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）を行っていた継続月

数（初回月は「１」を記載。）を記載すること。 

  なお、当該継続月数が五ヶ月を超えている施術（六ヶ月目）につ

いては、継続月数は「６」と記載し、以降、１月あたりの施術回数

が 10回未満の場合であっても、当該負傷部位が治癒・中止・転医す

る月まで、引き続き、継続月数を記載すること。 

 

(10)～(11) （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

(12)～(14) （略） 

(15) 「再検料」欄について 

  再検料を記載すること。患者の負傷の治癒又は施術の中止の日の翌

日から起算して１月を経過した日以降の施術として再検料を算定す

る場合であって、初回の再検について休日、深夜又は時間外加算を算

定する場合は、「初検料」欄の該当する文字を○で囲んで加算額を記

載すること。また、施術時間及び休日、深夜又は時間外に施術を行う

に至った経緯を「摘要」欄に記載すること。 

(16)～(18) （略） 

(19) 「明細書発行加算」欄には、金額を記載すること。 

 

 

(20) 「整復料・固定料・施療料」欄、「逓減％」欄、「逓減開始月日」

欄、「後療料」欄、「冷罨法料」欄、「温罨法料」欄、「電療料」欄、

左側の「計」欄、「多部位」欄、中央の「計」欄、「長期」欄、「頻

回」欄及び右側の「計」欄について 

順)を原則とするが、逓減率を勘案して、骨折、不全骨折及び脱臼に

ついては初検時のみ優先して記入して差し支えないこと。なお、初

検時の負傷名の順序は、以後変更できないこと。 

(４)～(８) （略） 

(９) 「継続月数」欄について 

  初検日を含む月（ただし、初検の日が月の 16日以降の場合にあっ

ては、当該月の翌月）以降の連続する期間において１月につき 10 回

以上の施術（骨折又は不全骨折に係るものを除く。）を行っていた継

続月数（初回月は「１」を記載。）を記載すること。 

  なお、当該継続月数が五ヶ月を超えている施術（六ヶ月目）につ

いては、継続月数は「６」と記載し、以降、１月あたりの施術回数

が 10回未満の場合であっても、当該負傷部位が治癒・中止・転医す

る月まで、引き続き、継続月数を記載すること。 

(10)～(11) （略） 

(12) 「請求区分」欄について 

当該患者に係る申請書を初めて提出する場合(初検料を算定する場

合)は「新規」、第二回目以降の申請書を提出する場合は「継続」を〇

で囲むこと。 

患者の負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施

術を行った場合は、「新規」と「継続」の両方を〇で囲むこと 

(13)～(15) （略） 

(16) 「再検料」欄には、金額を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(17)～(19) （略） 

(20) 「明細書発行体制加算」欄には、金額を記載すること。 

また、「摘要」欄に明細書発行体制加算の算定となる日を記載する

こと。 

(21) 「整復料・固定料・施療料」欄、「逓減開始月日」欄、「後療料」

欄、「冷罨法料」欄、「温罨法料」欄、「電療料」欄、左側の「計」欄、

中央の「計」欄、「長期」欄、「頻回」欄及び右側の「計」欄につい

て 
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 ① 施術部位数が二部位以上の場合の二部位目の部分については逓

減率 80%の欄に、三部位目以上の部分については、「部位」、「逓減％」

及び「多部位」の欄に該当する数字を記載した上で、当該欄に記載

すること。 

一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更

となった場合は、変更後の逓減率に応じて当該欄（「部位」、「逓減％」

及び「多部位」の欄に適宜記載すること）に記載するとともに、当

該月日を「逓減開始月日」欄に記載すること。逓減率が複数回変更

となるなどして当該欄のみで記載しきれない場合は「摘要」欄に記

載すること。 

また、六部位以降の負傷名については、「摘要」欄に記載し、六部

位以降の当該施術に係る整復料、固定料及び施療料については、「整

復料・固定料・施療料」欄の「(5)」の項に六部位以降を含めた合計

金額を記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。 

 ②～⑩ （略） 

(21)～(23) （略） 

 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添） 

 ① 施術部位数が三部位以上の場合の三部位目の部分については、逓

減率 60%の欄に記載すること。 

 

 

一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更

となった場合は、変更後の逓減率に応じた所定欄に記載するととも

に、当該月日を「逓減開始月日」欄に記載すること。 

 

 

 

また、６部位以降の負傷名については、「摘要」欄に記載し、６部

位以降の当該施術に係る整復料、固定料及び施療料については、「整

復料・固定料・施療料」欄の「(5)」の項に６部位以降を含めた合計

金額を記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。 

 ②～⑩ （略） 

(22)～(24) （略） 

 

３～６（略） 
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（別添） 

 

 
 

 


